
７月は人権問題啓発強調月間です。三萩野保育園では、年間を通し

てお子さんや保護者の方に【人権】について考える機会をもってもらえる保育を行っていきます。今月は子

どもの権利条約について、紹介します。大人も子どもも、全ての人々は生まれながらに平等で人権を保障

された存在です。 ・生きる権利(すべての子どもの命が守られ、十分に量や栄養を得て成長できること) 

・育つ権利(教育を受け心身共に健やかであること)    ・守られる権利(暴力などから守られること)    

・参加する権利(自分の意見を主張すること)   

  子どもにとって何が一番よいことか？を最善に考え育てていくことが、国際法で定められています。 

ご家庭と保育園とで協力し合って、子ども達の成長のためにたくさん愛情を注ぎましょう❤💕 

 

 

 

雨予報で蒸し暑くすっきりしない日が続いていましたが、例年より 20 日も早い梅雨明けとなりました。「せ

んせい、今日は外で遊べる～？」「あんまり雨降ってないけ、今日外行けるんやな～い！？」と外を見ながら話す

子ども達でしたが、今後暑さが厳しい予報となっています。快適に過ごせるように、水遊びや夏ならではの遊び

をたくさん計画し、楽しく過していきたいと思います。 

202６・７・1 

三萩野保育園 

TEL（093）521-4094 

 

7 月 1 日(水)は、 です。 

運動会後まで、汗をかいた身体をシャワーで清

潔にするため、毎日、みずあそびカードの記入が

必要になります。 

〇・・・水遊びができる 

△・・・シャワーができる 

✕・・・体拭きのみ OK 

 

まつ組さんが『ぎおん太鼓』を披露する為に、毎日、手作り段ボール太鼓に新聞紙

で作ったバチでドドン、ドドンと打ちながら練習を頑張っています。本番は、和太鼓をねじりはち巻きにはっぴ

を着て、かっこよく太鼓を打つ姿を見てもらいたいと思います。もも組さんは、お神輿を制作中です。 

１日（水） 水あそび開き 

７日（火） 七夕、みんなであそぼう 

17 日（金） 三萩野ぎおん 

2１日（火） 体操教室（4・5 歳児） 

２４日(金) 誕生会 

２９日（水） 体操教室（４・５歳児） 

３１日（金） 納涼祭りごっこ 

  

7 月の行事予定 

まつ組さんが植えた夏野菜（トマト・きゅうり・ピーマン・枝豆・ゴーヤ・すいか）、さつま芋。そして、もも組

さんが植えたヒマワリが生長しています。雨続きでなかなか外に出られなかったので❝ジャンボきゅうり❞にな

っていてビックリ仰天！「こっちにもできてるよ！」「トマト赤くならんかねぇ～」とじっくり観察しながら収穫で

きる日を楽しみにしている様子です。暑さに負けずぐんぐん生長してくれると嬉しいな・・・♡ 

※記入がないと、水遊び・ 

シャワーができませんので、

忘れないようにしましょう。 

 


